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（欠席 届出）

第 条 議員 、公務、疾病、出産 他 事故

出席 、 理由 付 、当日 開議時

刻 議長 届 出 。

（宿所又 連絡所 届出）

第 条 議員 、宿所又 連絡所 定 、議長

届 出 。 変更 、

同様 。

（出席催告）

第 条 地方自治法（昭和 年法律第 号。以下「法」

。）第 条 規定 出席催告 方法 、議

事堂 現在 議員又 議員 住所、宿所若 連

絡所 文書又 口頭 行 。

（議員 派遣）

第 条 法第 条第 項 規定 議員 派遣 、

議会 議決 決定 。 、緊急 要

場合 、議長 決定 。

前項 規定 議員 派遣 決定 、派

遣 期日、場所、目的 他必要 事項 明

。

（請願書 記載事項）

第 条 請願書 、邦文 用 、請願 趣旨、提出年

月日、請願者 住所及 氏名（法人 場合 、 名

称及 代表者 氏名） 記載 、請願者（法人 場合

、 代表者） 署名又 押印 。

・ 略

（欠席 届出）

第 条 議員 、事故 出席 、

理由 付 、当日 開議時刻 議長 届 出

。

（宿所又 連絡所 届出）

第 条 議員 、招集地 宿所又 連絡所 定 、議長

届 出 。 変更 、

同様 。

（出席催告）

第 条 地方自治法（昭和 年法律第 号。以下「法」

。）第 条 規定 出席催告 方法 、議

事堂 現在 議員、又 招集地 議員 宿所

若 連絡所 文書又 口頭 行 。

第 条 削除

（請願書 記載事項）

第 条 請願書 、邦文 用 、請願 趣旨、提出年

月日、請願者 住所及 氏名（法人 場合 名

称及 代表者 氏名） 記載 、押印

。
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附 則

規則 、地方自治法等 一部 改正 法律（平成 年法律第 号）第 条中地方自治法（昭和 年法律

第 号）第 条 改正規定 施行 日 施行 。
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